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北秋田市職員定員適正化計画 

 

１．はじめに 

平成 17 年 3 月 22 日に鷹巣阿仁地域旧４町が合併して発足した「北秋田市」は、市政

の基本計画である「北秋田市総合計画」※1 と、その具体的指針である「北秋田市行財

政改革大綱」※2を策定し、この中で定員管理は、「北秋田市集中改革プラン」※3によ

り進められてきましたが、同計画期間が平成 21 年度をもって終了したことから、新た

に「北秋田市定員適正化計画」を策定するものです。 

策定にあたっては、秋田県の面積の約 1割を占める広大な行政区域を有するという特

性の中で、行政課題や行政需要に的確に応えつつ持続可能な行政運営を図るため、効率

的な定員の確保、適正化に努めます。 

※1 平成 18 年 3月策定 前期計画 平成 18 年度～平成 22 年度  

後期計画 平成 23 年度～27 年度 

※2 平成 21 年 8月策定 

※3 平成 18 年 3月策定 実施期間 平成 17 年度～平成 21 年度 

 

２．職員数の推移及び現状 

（１）これまでの取組 

本市における過去 6年間の職員数の推移は、表１のとおりです。 

集中改革プランでは、減員目標を平成 17 年度から平成 21 年度までに 98 人としていま

したが、実績では 109 人減員となっています。また、市行財政改革大綱では平成 22 年度

の職員数の目標を 547 人としていましたが、実績では 545 人と目標を上回っています。 

  全体的な推移としては、平成 17 年 4 月現在の職員数 664 人に対し、大量に採用した団

塊の世代が退職したことと、厳しい財政状況を背景に定年退職者の 3 割補充を目安とし

て新規採用の抑制を行った結果、平成 23 年度までに 127 人減少しています。 

  

表１ 過去５年間の職員数の推移 

※各年 4月 1 日現在 

※地方公共団体定員管理調査による。（教育長含む） 

 

（２）職員の年齢階層別職員数 

本市における年齢階層別職員数は表２－１並びに表２－２のとおりです。 

消防吏員の採用者数は、退職者数と同数としてきたことから、消防吏員以外職員と分

けて表示しています。 

表２－１消防吏員以外では中間年齢を 40 歳とした場合、40 歳以上と 40 歳未満の比率

では 40 歳以上が 69.7％と約 7 割を占め、今後も退職者数の割合が依然として高く推移

することを示しています。また、将来的には職員不在階層の出現も予想されます。 

年 度 職員数 増 減 備 考 

平成１８年度 ６４８人 △１６人  

平成１９年度 ６２６人 △２２人  

平成２０年度 ５９３人 △３３人  

平成２１年度 ５５５人 △３８人  

平成２２年度 ５４５人 △１０人  

平成２３年度 ５３７人 △８人  
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一方、表２－２消防吏員では各階層によってその占める割合に 5％台から 15％台まで

と多寡がみられ、消防力の効果的な維持のためにはその平準化が求められています。 

いずれも長期的観点に立った定員管理の必要があります。 

 

表２－１ 年齢階層別職員数（消防吏員以外） 

年齢 

20 歳 

 

未満 

20 歳 

～ 

23 歳 

24 歳 

～ 

27 歳 

28 歳 

～ 

31 歳 

32 歳

～ 

35 歳

36 歳

～ 

39 歳

40 歳

～ 

43 歳

44 歳

～ 

47 歳

48 歳

～ 

51 歳

52 歳

～ 

55 歳

56 歳 

～ 

59 歳 

60 歳 

 

以上 

 

合計 

職員数 0 10 13 19 49 43 47 49 67 61 81 4 443 

構成比 
0.0 

  % 

2.2

 %  

3.0

 %  

4.3

 %  

11.1

 % 

9.7 

 % 

10.6

 % 

11.1

%

15.0

 % 

13.8

 % 

18.3

 % 

0.9 

 % 

100.0

 % 

※平成 23 年 4 月 1日現在。（教育長除く） 

※地方公務員給与実態調査による。 

 

 

 

表２－２ 年齢階層別職員数（消防吏員） 

年齢 

20 歳 

 

未満 

20 歳 

～ 

23 歳 

24歳 

～ 

27歳 

28 歳 

～ 

31 歳 

32 歳

～ 

35 歳

36 歳

～ 

39 歳

40歳

～ 

43歳

44歳

～ 

47歳

48歳

～ 

51歳

52歳

～ 

55歳

56 歳 

～ 

59 歳 

60 歳 

 

以上 

 

合計 

職員数 5 10 9 10 13 11 4 6 6 4 15 0 93 

構成比 5.4% 10.8% 9.6% 10.8% 13.9% 11.9% 4.3% 6.5% 6.5% 4.3% 16.0 % 0.0% 100.0%

※平成 23 年 4 月 1日現在。 

※地方公務員給与実態調査による。 
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（３）部門別職員数の推移 

総務省の「地方公共団体定員管理調査」における本市の部門別職員数は表 3のとおり

です。 

計画起点時（平成 23 年 4 月 1日現在）では、前年と比較し 4部門において減少、5部

門において増加しています。 

主な増加要因としては「病院」部門において、平成 23 年度に新設された米内沢診療所

への配置が、また減少要因としては「教育」部門において北秋田市立合川高校の閉校に

伴う教育職並びに事務の廃止がそれぞれ挙げられます。 

その他の部門の増減は、事務の統廃合、調整が主な要因となっています。 

 

表３ 部門別職員数の状況 

※地方公共団体定員管理調査による。（教育長含む） 

 

 

 

３．定員管理の現状分析 

当市の平成 23 年 4 月１日現在の職員数を総務省「類似団体※4別職員数の状況」と「定

員回帰指標※5」の 2つの指標に基づき分析します。 

なお、2 つの指標とも普通会計の範囲内での比較となっています。公営企業等会計に

部  門 区  分 
H22.4.1 現在 

職 員 数 

H23.4.1 現在 

職 員 数 
比  較 

普 

通 

会 

計 

一 

般 

行 
政 

議  会 ５ ５ ０

総  務 ８７ ８８ １

税  務 ２７ ２７ ０

民  生 ８６ ８４ △２

衛  生 ４３ ４０ △３

農林水産 ２２ ２３ １

商  工 １２ １１ △１

土  木 ２２ ２２ ０

小計 ３０４ ３００ △４
 

特
別
行
政 

教  育 ８９ ７０ △１９

消  防 ９５ ９６ １

小計 １８４ １６６ △１８

計（A） ４８８ ４６６ △２２

公
営
企
業
等
会
計 

病  院 １８ ３１ １３

水  道 １３ １４ １

下 水 道 ７ ７ ０

そ の 他 １９ １９ ０

計（B） ５７ ７１ １４

総合計（A）+（B） ５４５ ５３７ △８
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ついてはそれぞれの自治体により実施している事業にばらつきがあり除外されています。 

※4  類似団体：類似団体は、全国の市町村を、人口と産業構造を基準に、いくつかの類型（グルー

プ）に区分し、その類型ごとに普通会計部門（一般行政部門と教育や消防の特別行政部門）の職

員数の人口 1 万人当たりの平均数値を算出し指標としたものです。 

部門別診断は、その類型ごとに示された指数と市の人口を掛け合わせ、定員管理の基準となる

職員数を算出します。 

類似団体による比較は、産業構造や人口が類似する団体とのマクロ的な比較であるため、各市

の施策や行政区域面積など都市形態、施設数などの違いにより単純に比較することができない点

に注意を要します。 

北秋田市の類型は、Ｉ－1 となります。（人口：5 万人未満、産業構造：Ⅱ次・Ⅲ次 95％未満

かつⅢ次 55％以上の団体）全国で 135 団体 

※5 多重回帰分析により回帰方程式を求め、平均的な職員数を表します。 

 

（１）－１ 類似団体との比較（部門別診断による職員数の状況） 

「類似団体別職員数の状況」による類似団体との比較は表４のとおりです。 

診断の対象は、一般行政部門と特別行政部門を合わせた普通会計部門であり、総務省

から示された指数（修正値）を基に比較します。 

 

表４ 類似団体の中小部門以上診断による比較表 

 

 

 

部  門 区  分 

北秋田市 

H23.4.1 

職員数 A 

類似団体との比較  

試算値 B

（修正値）

超過数 

C=A－B 

超過率％ 

C／A×100 

普 

通 

会 

計 
一 

般 

行 

政 
議  会 ５ ５ ０ ０．０

総  務 ８８ ７６ １２ １３．６

税  務 ２７ ２１ ６ ２２．２

民  生 ８４ ７６ ８ ９．５

衛  生 ４０ ２６ １４ ３５．０

労  働 ０ ０

農林水産 ２３ ２２ １ ４．３

商  工 １１ １１ ０ ０・０

土  木 ２２ ２６ △４ △１８．２

小計（A） ３００ ２６３ ３７ １２．３

 

特
別
行
政 

教  育 ７０ ７４ △４ △５．７

消  防 ９６ ６３ ３３ ３４．４

小計（B） １６６ １３７ ２９ １７．５

普通会計部門職員数 合計 

（A）+（B） 
４６６ ４００ ６６ １４．２
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  【比較結果】 

一般行政部門：37 人の超過となっています。 

議会、農林水産、商工の各区分は試算値と同水準となっています。 

総務には各総合窓口センターの一部職員のほか、関係機関への派遣並びに長

期療養者等が含まれ、派遣や職場の安全衛生管理の見直しが求められています。 

税務は試算値を上回っていますが、税務課、市民課、3総合窓口センターの、

合わせて 5窓口に税務担当職員を配置し住民対応に努めています。 

民生では福祉事務所と保育所が試算値を上回り、適正化が求められる中で特

に安心して子育てのできる環境の維持が課題となっています。 

衛生には環境、地域医療の企画分野並びに保健センターが含まれています。

試算値を上回っており、環境施設の整備後あるいは旧病院施設の解体後は縮小

すべき区分となっています。保健師については人口、行政面積から現行水準の

維持が求められています。 

土木では内訳として土木一般、建築、都市計画の各分野とも下回っています。 

 

特別行政部門：29 人の超過となっています。 

消防が 33 人上回っていますがこの試算は、上小阿仁村を除いたものであり、

仮に同村人口加算して再計算すると試算値は 68 人となり増分は 28 人となりま

す。数値上は以上のとおりですが、消防の現員数は「消防力の整備指針」によ

る配置方針に沿ったものです。 

教育は試算値を下回っています。当市の幼稚園が小規模なことを反映してお

り、前述保育所と一体としてそのあり方を見直す必要があります。 

 

（１）－２ 人口１万人あたり職員数の状況 

人口 1万人あたり職員数（普通会計職員）の比較は表５－１（普通会計職員）、表５

－２（一般行政職員）のとおりです。 

普通会計職員数で比較すると、類型Ｉ－１、135 団体合計の人口１万人あたり職員

数９４．８６人より３１．１９人超過しています。 

理由としては、合併により消防吏員を一部事務組合から市組織へ移行したことが挙

げられます。県内の類似団体中、市単独消防を有しているのは当市だけであり、この

分野だけで人口１万人あたり２５．９７人という、団体間比較増に至る大きな要因と

なっています。 
一般行政職員数では８．７２人の超過となっていますが、ほぼ類似団体の水準に近

づいてきています。 

表５－１ 県内の同じ類型の団体の人口１万人あたり職員数（普通会計職員） 

団体名 類 型 人 口 普通会計職員数
人口１万人あた

り職員数 

鹿角市 Ｉ－１ ３５，１０３ ２４３ ６９．２２

潟上市 Ｉ－１ ３４，８６３ ２７５ ７８．８８

男鹿市 Ｉ－１ ３２，５６０ ３１２ ９５．８２

北秋田市 Ｉ－１ ３６，９６８ ４６６ １２６．０５

仙北市 Ｉ－１ ３０，２１６ ４４１ １４５．９５

Ｉ－１（１３５団体）合計 ４，６６４，１０６ ４４，２４２ ９４．８６
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※各団体の人口は H23.3.31 住基人口、職員数は H23.4.1 現在数値 

 表５－２ 県内の同じ類型の団体の人口１万人あたり職員数（一般行政職員） 

団体名 類 型 人 口 
一般行政職員

数 

人口１万人あた

り職員数 

鹿角市 Ｉ－１ ３５，１０３ ２１２ ６０．３９

潟上市 Ｉ－１ ３４，８６３ ２２２ ６０．８１

男鹿市 Ｉ－１ ３２，５６０ ２５４ ７７．０９

北秋田市 Ｉ－１ ３６，９６８ ３０４ ８１．１５

仙北市 Ｉ－１ ３０，２１６ ３７２ １２０．８０

Ｉ－１（１３５団体）合計 ４，６６４，１０６ ３３，６８０ ７２．４３

※各団体の人口は H23.3.31 住基人口、職員数は H23.4.1 現在数値 

 

（２）定員回帰指標による試算 

普通会計部門職員数において、同程度の人口、面積の団体が一部事務組合等の職員

数を含め、どの程度の職員数を有するか試算した定員回帰指標との比較は以下のとお

りです。 

 

試算職員数との比較（単位：人） 

普通会計部門 一部事務組合等を含めた職員数 

市職員数 ４７０ 

試算職員数 ４８６ 

差 △１６人 

※一部事務組合等の職員数を算入し、試算職員数と比較 

 

北秋田市職員数（単位：人） 

普通会計部門         （ａ） ４６６ 

一部事務組合等        （ｂ） ４ 

一部事務組合等を含めた職員数 （ｃ） ４７０ 

※普通会計職員数：H22.4.1 現在  

 

定員回帰指標による試算職員数（市、合併、人口～５万人）（単位：人） 

７．２ 人×３６．９６  （ａ） ２６６

０．３４人×面積（ｋ㎡） （ｂ） １７０

一定値          （ｃ） ５０

 試算職員数（一部事務組合等含む）（ａ）+（b）+（ｃ） ４８６

※試算職員数は、試算式による合算後、四捨五入したもの 

 

※平均的な職員数の算式  Ｙ＝ａＸ1（人口）×ｂＸ2（面積）＋ｃ 

   ａ：人口千人あたりの係数 7.2（各人口区分ごと）  36,968 人（平成 23 年 3月 31 日現在） 

   ｂ：面積１ｋ㎡あたりの係数 0.34（団体区分ごと）  1,152.57ｋ㎡ 但し 500ｋ㎡上限 

   ｃ：一定値 50（各人口区分ごと、権能差も反映） 
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【比較結果】 

普通会計部門内の各区分の比較はできませんが、当該指標では当市の広大な面積が反

映され、指標値に対し現員数で１６人不足しています。 

 

４．新たな計画の概要 

（１）計画期間 

平成 24 年 4 月 1日から平成 29 年 3 月 31 日とします。 

 

（２）計画の対象 

    北秋田市職員定数条例に掲げられた「職員」とします。 

 

（３）計画の改訂 

    本計画は行政改革による事務事業の見直しやアウトソーシングの導入、また再任

用制度の具体的運用、さらには早期退職者数による採用者数の調整など、状況に応

じ見直しを行うこととします。 

 

（４）定員適正化の基本的な考え方 

1)本市を取り巻く行財政環境 

人口減少に伴う少子高齢化の進行や行政課題の多様化などから財政支出の増大

が見込まれるなか、合併による普通交付税の優遇措置の削減段階が迫り、全国的

な景気低迷と相まって本市を取り巻く財政環境は厳しく、行政のスリム化は引き

続き必要不可欠なものとなっています。 

2)職員の年齢構成 

職員の年齢構成は、近年の採用抑制から２０代（表 2－1の 31 歳の欄まで）が   

９．５％となっているのに対し５０代（表 2－1の 52 歳以上の欄）が３２．９％

と大きな偏りがみられます。 

多数のベテランが退職していくなかで、組織の持続性を維持するために職種別

年齢構成の平準化が課題となっています。  

 3)専門職員の確保 

   多種多様化する住民サービスへの対応のため、専門職員（土木等技師、保健師

等）の確保に努めます。 

4)広範な行政区域 

本市の行政区域面積は類似団体中最大であり、集落数の多さや防災面を考慮に

入れた効率的な公共サービスの提供の確保には類似団体の比較のみに捉われず、

本市の実情に合った定員管理が必要となっています。 

 

（５）目標 

前述「定員適正化の基本的な考え方」に基づき、類似団体との比較等を踏まえ、

事務事業の見直しなどにより 54 人を削減し、新たな行政需要などに対応するため

10 人の増員を図り、平成 28 年度職員数について全体で 492 人を目標とします。 

 

（６）定員適正化のための今後の取組みの方向※7 

(ｱ) 職員配置及び事務事業の見直し          △54 

(ｲ) 新たな行政需要への対応               10 
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表６ 適正化の年次別内訳 

年度 23 24 25 26 27 28 計 

職員数 536 522 519 507 494 492 － 

増減 － △14 △3 △12 △13 △2 △44 

適

正

化

項

目 

職員配置及び事務

事業の見直し 
－ △20 △6 △13 △13 △2 △54 

新たな行政需要へ

の対応 
－ 6 3 1  10 

 

（７）定員適正化の内容別取り組み  

(ｱ) 職員配置及び事務事業の見直し           △54 

事務事業については、効果の検証から事業の必要性を精査し、実施の場合でも最

小の経費で最大の効果が得られるよう手法を検討します。 

【具体的取組み例】 

 ・班等統合                              △5 
 ・各窓口センター員数統一                       △4 
 ・前田出張所移転                           △2 
 ・関係機関派遣休止                          △2 

(ｲ) 新たな行政需要への対応              10 

 危機管理体制の充実、環境施策の推進、観光誘客への対応などに増員を図り、行

政課題改善に向けた職員配置を行います。 

【具体的取組み例】 

・危機管理体制強化                           1 
・環境施設整備対応                            2 
・前田公民館設置（前田出張所機能併設）                  1 
・教育施設整備                             1 

   ・市営住宅整備                             1 
 

５．採用と退職の見込み 

（１）表７は計画期間中の定年退職者等の退職見込数と採用見込者数の一覧です。 

表７ 採用者数と退職者数（見込） 

 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 計 

職員数 536 522 519 507 494 492  

退
職
見
込
数

定年 15 20 19 19 17  90

早期 7  7

消防 4 1 8 2 1  16

計 26 21 27 21 18  113

採
用
見
込
数 

事務職  8 10 11 5 14 48

資格職  3 1 1 5

消防  4 5 4 2 1 16

計  12 18 15 8 16 69
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※採用者数は、当該年度に採用予定の職員数   ※職員数は、各年 4月 1日現在 教育長除く 

（２）表８は定年退職者等の資格区分内訳の一覧です。 

表８ 定年退職者等資格区分内訳 

職種 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 計 

一般職 １８ １５ １４ １３ １３ ７３ 

保育士 ２ １ ２ ２ １ ８ 

教諭  １ １ ２ 

保健師  １ １ 

医師歯科医  ０ 

医療技師  ０ 

看護師  ２ １ １ ４ 

技能職 ３ １ ２ ３ １ １０ 

消防士 ３ １ ８ ２ １ １５ 

計 ２６ ２１ ２７ ２１ １８ １１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


